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QA4 県民健康調査では、基本調査や甲状腺検査以外は、どのような取組が行

われているのですか

県民健康調査では、「基本調査」や「甲状腺検査」の他、健康を見守り、将来にわたる健

康増進につなぐための「健康診査」、こころとからだの健康状態などを把握し、適切なケア

を提供するための「こころの健康度・生活習慣に関する調査」、妊産婦の健康状態等を把握

するための「妊産婦に関する調査」調査が行われています。

1．健康診査

 避難区域等の住民及び「基本調査」の結果必要と認められた方に対しては、がん検診等

の受診勧奨を行うとともに、長引く避難生活や放射線への不安などが健康に及ぼす影響の

調査や、疾病の早期発見、早期治療のための健康診査を実施しています。避難区域等以外

の県民に対しては、既存健診、がん検診等の受診勧奨を行うとともに、既存健診の受診機

会がない方（19～39 歳）に受診機会を提供しています。

2．こころの健康度・生活習慣に関する調査

(1) 震災で困難な状況にある県民のこころやからだの健康度（問題）を正しく把握し、保

健・医療・福祉に係る適切なケアを提供することを目的に、避難区域等の住民及び基

本調査の結果必要と認められた方に実施しており、平成 23 年度から毎年 1 回、調査票

を発送しています。

(2) 回答の内容によりこころの健康上、相談・支援の必要があると判断された方には、福

島県立医科大学の「こころの健康支援チーム」が電話相談等を行っています（詳しく

は「QA72 電話相談だけで、こころの問題が解決するのでしょうか」を参照ください）。

3．妊産婦に関する検査

(1) 妊産婦の健康状態等を把握し、健康管理に役立てていただくことを目的に調査を実施

しています。健康管理や育児相談等心配ごとに適切に対応するため、助産師・保健師

が相談に応じています。また、調査の結果、回答内容により支援が必要と判断された

方には、福島県立医科大学の助産師・看護師から電話をかけ相談に応じます。

(2) 各年度 1 回、前年度の 8 月 1 日から同年度の 7 月 31 日までに、県内各市町村において

母子保健手帳を交付された方、県外の市町村から母子保健手帳を交付された方のうち、

県内に転入又は滞在して、県内で妊産婦健診を受診や分娩をした方に対して、調査票

を随時発送しています。

出典：復興庁「避難住民説明会等でよく出る放射線リスクに関する質問・回答集」より作

成、福島県・県民健康調査課ウェブサイトより情報更新

出典の公開日：2012 年 12 月 25 日
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